
公
共
用
地
の
取
得
に
伴
う
損
失
補
償
基
準
要
綱
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

平
成
十
四
年
七
月
二
日

閣

議

決

定

案

公
共
用
地
の
取
得
に
伴
う
損
失
補
償
基
準
要
綱
（
昭
和
三
十
七
年
六
月
二
十
九
日
閣
議
決
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

し
、
平
成
十
四
年
七
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

目
次
中
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
三
条
の
二
」
に
、
「
第
二
十
八
条
」
を
「
第
二
十
八
条
の
二
」
に
、
「
（
第
四
十
一

条
・
第
四
十
二
条
）
」
を
「
（
第
四
十
一
条
―
第
四
十
二
条
の
二
）
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
移
転
す
べ
き
」
を
削
る
。

第
二
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
土
地
の
使
用
に
代
わ
る
取
得
）

第
二
十
条
の
二

土
地
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
空
間
又
は
地
下
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
、
土
地
の
通
常
の
用
法

を
妨
げ
な
い
と
き
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
土
地
所
有
者
か
ら
土
地
の
取
得
を
請
求
さ
れ
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

し
、
か
つ
、
や
む
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
土
地
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。



一

土
地
の
使
用
が
三
年
以
上
に
わ
た
る
と
き
。

二

土
地
の
所
有
者
が
所
有
し
、
自
ら
使
用
し
て
い
る
建
物
が
使
用
し
よ
う
と
す
る
土
地
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
所

有
者
が
仮
住
居
若
し
く
は
仮
営
業
所
に
お
い
て
生
活
若
し
く
は
営
業
を
す
る
こ
と
又
は
使
用
終
了
後
に
使
用
対
象
地
に
お

い
て
生
活
若
し
く
は
営
業
を
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
事
情
が
存
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

２

土
地
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
補
償
額
及
び
こ
れ
に
伴
い
通
常
生
ず

る
損
失
の
補
償
額
（
第
二
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
補
償
額
を
含
む
。
）
の
合
計
額
が
当
該
土
地
を
取
得
し
た

場
合
の
価
額
及
び
こ
れ
に
伴
い
通
常
生
ず
る
損
失
の
補
償
額
の
合
計
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
土
地
を
取
得
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章
中
第
二
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
土
地
等
の
返
還
に
伴
う
補
償
）

第
二
十
三
条
の
二

使
用
す
る
土
地
等
を
返
還
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
土
地
等
を
原
状
に
回
復
す
る
こ
と
が
必
要
と
認
め

ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
土
地
等
の
原
状
回
復
に
通
常
要
す
る
費
用
相
当
額
及
び
当
該
土
地
等
の
原
状
回
復
に
通
常
必
要
な
期

間
中
の
地
代
又
は
借
賃
相
当
額
の
範
囲
内
で
通
常
生
ず
る
損
失
額
を
補
償
す
る
も
の
と
す
る
。



２

使
用
す
る
土
地
等
を
原
状
に
回
復
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
お
い
て
返
還
時
の
現
状
の
ま
ま
引
き
渡
す
と
き
は
、
当
該

土
地
等
の
形
質
変
更
、
改
造
等
に
よ
っ
て
生
ず
る
損
失
を
適
正
に
算
定
し
た
額
を
補
償
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
補
償
額
は
、
当
該
土
地
等
を
取
得
す
る
も
の
と
し
て
算
定
し
た
当
該
土
地
等
の
価
格
を
超
え
な
い

も
の
と
す
る
。

第
四
章
第
一
節
中
第
二
十
八
条
の
見
出
し
中
「
仮
住
居
の
使
用
」
を
「
仮
住
居
」
に
改
め
、
同
条
中
「
又
は
土
地
等
」
を
「

若
し
く
は
土
地
等
」
に
、
「
通
常
仮
住
居
の
使
用
に
」
を
「
仮
住
居
を
新
た
に
確
保
し
、
か
つ
、
使
用
す
る
の
に
通
常
」
に
改

め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
借
家
人
に
対
す
る
補
償
）

第
二
十
八
条
の
二

土
地
等
の
取
得
若
し
く
は
土
地
等
の
使
用
に
係
る
土
地
に
あ
る
建
物
又
は
取
得
し
、
若
し
く
は
使
用
す
る

建
物
の
全
部
又
は
一
部
を
現
に
賃
借
す
る
者
が
い
る
場
合
に
お
い
て
、
賃
借
の
継
続
が
通
常
不
能
と
な
る
も
の
と
認
め
ら
れ

る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
額
を
補
償
す
る
も
の
と
す
る
。

一

新
た
に
従
前
の
賃
借
の
目
的
物
に
照
応
す
る
物
件
を
賃
借
す
る
た
め
の
契
約
を
締
結
す
る
の
に
通
常
要
す
る
費
用

二

前
号
の
物
件
に
お
け
る
居
住
又
は
営
業
を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
通
常
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
中
の
当
該
物
件
の
通
常



の
賃
借
料
の
う
ち
従
前
の
賃
借
の
目
的
物
の
賃
借
料
の
額
を
超
え
る
部
分
の
額

第
四
章
第
六
節
中
第
四
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
残
地
の
取
得
）

第
四
十
二
条
の
二

同
一
の
土
地
所
有
者
に
属
す
る
一
団
の
土
地
の
一
部
の
取
得
に
伴
い
当
該
土
地
所
有
者
か
ら
残
地
の
取
得

を
請
求
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
れ
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
。

一

当
該
残
地
が
そ
の
利
用
価
値
の
著
し
い
減
少
等
の
た
め
従
来
利
用
し
て
い
た
目
的
に
供
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
に
な

る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

二

当
該
残
地
を
取
得
し
な
い
こ
と
が
土
地
所
有
者
の
生
活
再
建
上
支
障
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

２

同
一
の
土
地
所
有
者
に
属
す
る
一
団
の
土
地
の
一
部
の
取
得
に
伴
い
残
地
に
つ
い
て
残
地
工
事
を
す
る
必
要
が
生
ず
る
場

合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
残
地
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一

前
二
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
補
償
額
の
合
計
額
が
当
該
残
地
を
取
得
す
る
場
合
の
価
額
及
び
こ
れ
に
伴
い
通
常
生

ず
る
損
失
の
補
償
額
の
合
計
額
を
超
え
る
と
き
。



二

取
得
す
る
土
地
に
存
す
る
建
物
を
残
地
に
移
転
さ
せ
る
も
の
と
し
て
算
定
し
た
補
償
額
が
当
該
残
地
を
取
得
す
る
場
合

の
価
額
及
び
こ
れ
に
伴
い
通
常
生
ず
る
損
失
の
補
償
額
の
合
計
額
を
超
え
る
と
き
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
残
地
が
所
有
権
以
外
の
権
利
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
適
用
が
な

い
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
残
地
を
取
得
す
る
場
合
の
当
該
残
地
の
価
格
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
事
業
に
必
要
な

土
地
の
例
に
よ
る
。

第
四
十
七
条
中
「
土
地
収
用
法
施
行
令
」
を
「
土
地
収
用
法
第
八
十
八
条
の
二
の
細
目
等
を
定
め
る
政
令
」
に
改
め
る
。
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○
公
共
用
地
の
取
得
に
伴
う
損
失
補
償
基
準
要
綱
（
昭
和
三
十
七
年
六
月
二
十
九
日
閣
議
決
定
）

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
六
条
）

第
二
章

土
地
等
の
取
得
に
係
る
補
償

第
一
節

土
地
の
取
得
に
係
る
補
償
（
第
七
条
―
第
九
条
）

第
二
節

土
地
に
関
す
る
所
有
権
以
外
の
権
利
の
消
滅
に
係
る
補
償
（
第
十
条
―
第
十
三
条
）

第
三
節

建
物
、
土
石
砂
れ
き
、
漁
業
権
等
の
取
得
又
は
消
滅
に
係
る
補
償
（
第
十
四
条
―
第
十
八
条
）

第
三
章

土
地
等
の
使
用
に
係
る
補
償
（
第
十
九
条
―
第
二
十
三
条
）

第
四
章

土
地
等
の
取
得
又
は
土
地
等
の
使
用
に
よ
り
通
常
生
ず
る
損
失
の
補
償

第
一
節

移
転
料
等
（
第
二
十
四
条
―
第
二
十
八
条
）

第
二
節

立
木
補
償
（
第
二
十
九
条
・
第
三
十
条
）

第
三
節

営
業
補
償
（
第
三
十
一
条
―
第
三
十
三
条
）

第
四
節

農
業
補
償
（
第
三
十
四
条
―
第
三
十
七
条
）

第
五
節

漁
業
権
等
の
消
滅
又
は
制
限
に
よ
り
通
常
生
ず
る
損
失
の
補
償
（
第
三
十
八
条
―
第
四
十
条
）

第
六
節

残
地
等
に
関
す
る
損
失
の
補
償
（
第
四
十
一
条
・
第
四
十
二
条
）

第
七
節

そ
の
他
通
常
生
ず
る
損
失
の
補
償
（
第
四
十
三
条
）

第
五
章

土
地
等
の
取
得
又
は
土
地
等
の
使
用
に
伴
う
そ
の
他
の
措
置
（
第
四
十
四
条
―
第
四
十
六
条
）

第
六
章

事
業
の
認
定
を
受
け
た
起
業
地
に
係
る
補
償
（
第
四
十
七
条
）

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
要
綱
は
、
土
地
収
用
法
そ
の
他
の
法
律
に
よ
り
土
地
等
を
収
用
し
、
又
は
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
業
に
必
要
な
土
地
等
の
取
得
又

は
土
地
等
の
使
用
に
伴
う
損
失
の
補
償
の
基
準
の
大
綱
を
定
め
、
も
つ
て
こ
れ
ら
の
事
業
の
円
滑
な
遂
行
と
損
失
の
適
正
な
補
償
の
確
保
を
図
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
等
）

第
二
条

こ
の
要
綱
に
お
い
て
「
土
地
等
」
と
は
、
土
地
、
土
地
収
用
法
第
五
条
に
掲
げ
る
権
利
、
同
法
第
六
条
に
掲
げ
る
立
木
、
建
物
そ
の
他
土
地

に
定
着
す
る
物
件
及
び
同
法
第
七
条
に
掲
げ
る
土
石
砂
れ
き
を
い
う
。

２

こ
の
要
綱
に
お
い
て
「
土
地
等
の
取
得
」
と
は
、
前
項
に
掲
げ
る
土
地
、
物
件
及
び
土
石
砂
れ
き
の
取
得
並
び
に
同
項
に
掲
げ
る
権
利
の
消
滅
を

い
う
。

３

こ
の
要
綱
に
お
い
て
「
土
地
等
の
使
用
」
と
は
、
第
一
項
に
掲
げ
る
土
地
及
び
物
件
の
使
用
並
び
に
同
項
に
掲
げ
る
権
利
の
制
限
を
い
う
。
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４

こ
の
要
綱
に
お
い
て
「
土
地
等
の
権
利
者
」
と
は
、
土
地
等
の
取
得
又
は
土
地
等
の
使
用
に
係
る
土
地
等
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
者
、
第
一
項

に
掲
げ
る
土
石
砂
れ
き
の
属
す
る
土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
者
及
び
当
該
土
地
、
当
該
権
利
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
土
地
又
は
当
該
土
石
砂
れ

き
の
属
す
る
土
地
に
あ
る
物
件
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
者
を
い
う
。

５

こ
の
要
綱
に
お
い
て
「
権
利
」
と
は
、
社
会
通
念
上
権
利
と
認
め
ら
れ
る
程
度
に
ま
で
成
熟
し
た
慣
習
上
の
利
益
を
含
む
も
の
と
す
る
。

（
補
償
額
算
定
の
時
期
）

第
三
条

土
地
等
の
取
得
又
は
土
地
等
の
使
用
に
係
る
補
償
額
は
、
契
約
締
結
の
時
の
価
格
に
よ
つ
て
算
定
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
後
の
価
格
の
変
動

に
よ
る
差
額
に
つ
い
て
は
、
追
加
払
い
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
補
償
を
受
け
る
者
）

第
四
条

損
失
の
補
償
は
、
第
五
章
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
土
地
等
の
権
利
者
に
対
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。

（
個
別
払
い
の
原
則
）

第
五
条

損
失
の
補
償
は
、
各
人
別
に
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
各
人
別
に
見
積
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
損
失
補
償
の
方
法
）

第
六
条

損
失
の
補
償
は
、
原
則
と
し
て
、
金
銭
を
も
つ
て
す
る
も
の
と
す
る
。

２

土
地
等
の
権
利
者
が
金
銭
に
代
え
て
土
地
又
は
建
物
の
提
供
、
耕
地
又
は
宅
地
の
造
成
そ
の
他
金
銭
以
外
の
方
法
に
よ
る
給
付
を
要
求
し
た
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
要
求
が
相
当
で
あ
り
、
か
つ
、
真
に
や
む
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
事
情
の
許
す
限
り
、
こ
れ
ら
の
給
付

を
行
な
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章

土
地
等
の
取
得
に
係
る
補
償

第
一
節

土
地
の
取
得
に
係
る
補
償

（
土
地
の
補
償
額
算
定
の
基
本
原
則
）

第
七
条

取
得
す
る
土
地
（
土
地
の
附
加
物
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
て
は
、
正
常
な
取
引
価
格
を
も
つ
て
補
償
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
土
地
に
移
転
す
べ
き
建
物
そ
の
他
の
物
件
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
物
件
が
な
い
も
の
と
し
て
の
当
該
土
地
の
正
常

な
取
引
価
格
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
土
地
を
取
得
す
る
事
業
の
施
行
が
予
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
当
該
土
地
の
取
引
価
格
が
低
下
し
た
と
認
め
ら
れ
る

と
き
は
、
当
該
事
業
の
影
響
が
な
い
も
の
と
し
て
の
当
該
土
地
の
正
常
な
取
引
価
格
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
土
地
の
正
常
な
取
引
価
格
）
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第
八
条

前
条
の
正
常
な
取
引
価
格
は
、
近
傍
類
地
（
近
傍
地
及
び
類
地
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
取
引
価
格
を
基
準
と
し
、
こ
れ
ら
の
土
地
及
び

取
得
す
る
土
地
の
位
置
、
形
状
、
環
境
、
収
益
性
そ
の
他
一
般
の
取
引
に
お
け
る
価
格
形
成
上
の
諸
要
素
を
総
合
的
に
比
較
考
量
し
て
算
定
す
る
も

の
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
基
準
と
す
べ
き
近
傍
類
地
の
取
引
価
格
に
つ
い
て
は
、
取
引
が
行
な
わ
れ
た
事
情
、
時
期
等
に
応
じ
て
適
正
な
補
正
を
加

え
る
も
の
と
す
る
。

３

地
代
、
小
作
料
、
借
賃
等
の
収
益
を
資
本
還
元
し
た
額
、
土
地
所
有
者
が
当
該
土
地
を
取
得
す
る
た
め
に
支
払
つ
た
金
額
及
び
改
良
又
は
保
全
の

た
め
に
投
じ
た
金
額
並
び
に
課
税
の
場
合
の
評
価
額
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
正
常
な
取
引
価
格
を
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、
参
考
と
な
る
も
の

と
す
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
正
常
な
取
引
価
格
を
定
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
一
般
の
取
引
に
お
け
る
通
常
の
利
用
方
法
に
従
つ
て
利
用
し
得
る
も
の

と
し
て
評
価
す
る
も
の
と
し
、
土
地
所
有
者
が
そ
の
土
地
に
対
し
て
有
す
る
主
観
的
な
感
情
価
値
及
び
土
地
所
有
者
又
は
特
定
の
第
三
者
が
そ
の
土

地
を
特
別
の
用
途
に
用
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
生
ず
る
価
値
は
、
考
慮
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
所
有
権
以
外
の
権
利
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
土
地
に
対
す
る
補
償
）

第
九
条

土
地
に
関
す
る
所
有
権
以
外
の
権
利
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
土
地
に
対
し
て
は
、
当
該
権
利
が
な
い
も
の
と
し
て
前
二
条
の
規
定
に
よ
り
算

定
し
た
額
か
ら
次
節
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
権
利
の
価
格
を
控
除
し
た
額
を
も
つ
て
補
償
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
節

土
地
に
関
す
る
所
有
権
以
外
の
権
利
の
消
滅
に
係
る
補
償

（
土
地
に
関
す
る
所
有
権
以
外
の
権
利
の
補
償
額
算
定
の
基
本
原
則
）

第
十
条

消
滅
さ
せ
る
土
地
に
関
す
る
所
有
権
以
外
の
権
利
に
対
し
て
は
、
正
常
な
取
引
価
格
（
一
般
的
に
譲
渡
性
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
土
地

の
正
常
な
取
引
に
お
け
る
当
該
権
利
の
有
無
に
よ
る
土
地
の
価
格
の
差
額
）
を
も
つ
て
補
償
す
る
も
の
と
す
る
。

２

第
七
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
地
上
権
、
永
小
作
権
及
び
賃
借
権
の
正
常
な
取
引
価
格
）

第
十
一
条

地
上
権
、
永
小
作
権
又
は
賃
借
権
に
係
る
前
条
の
正
常
な
取
引
価
格
は
、
近
傍
類
地
に
関
す
る
同
種
の
権
利
の
取
引
価
格
を
基
準
と
し
、

当
該
同
種
の
権
利
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
土
地
及
び
消
滅
さ
せ
る
権
利
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
土
地
の
価
格
並
び
に
当
該
同
種
の
権
利
及
び
消
滅
さ

せ
る
権
利
に
係
る
地
代
、
小
作
料
又
は
借
賃
、
権
利
金
、
権
利
の
存
続
期
間
そ
の
他
の
契
約
内
容
、
収
益
性
、
使
用
の
態
様
等
を
総
合
的
に
比
較
考

量
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２

第
八
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
地
上
権
、
永
小
作
権
又
は
賃
借
権
の
正
常
な
取
引
価
格
を
定
め
る
場
合
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

（
使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
に
対
す
る
補
償
）

第
十
二
条

使
用
貸
借
に
よ
る
権
利
に
対
し
て
は
、
当
該
権
利
が
賃
借
権
で
あ
る
も
の
と
し
て
前
条
の
規
定
に
準
じ
て
算
定
し
た
正
常
な
取
引
価
格
に
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、
当
該
権
利
が
設
定
さ
れ
た
事
情
並
び
に
返
還
の
時
期
、
使
用
及
び
収
益
の
目
的
そ
の
他
の
契
約
内
容
、
使
用
及
び
収
益
の
状
況
等
を
考
慮
し
て
適

正
に
定
め
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
も
つ
て
補
償
す
る
も
の
と
す
る
。

（
占
有
権
）

第
十
三
条

占
有
権
に
対
し
て
は
、
補
償
し
な
い
も
の
と
す
る
。

第
三
節

建
物
、
土
石
砂
れ
き
、
漁
業
権
等
の
取
得
又
は
消
滅
に
係
る
補
償

（
建
物
等
の
取
得
に
係
る
補
償
）

第
十
四
条

取
得
す
る
建
物
そ
の
他
の
土
地
に
定
着
す
る
物
件
（
以
下
「
建
物
等
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
補
償
に
つ
い
て
は
、
第
一
節
に
規
定
す
る

土
地
の
取
得
に
係
る
補
償
の
例
に
よ
る
。

（
建
物
等
に
関
す
る
所
有
権
以
外
の
権
利
の
消
滅
に
係
る
補
償
）

第
十
五
条

消
滅
さ
せ
る
建
物
等
に
関
す
る
所
有
権
以
外
の
権
利
に
対
す
る
補
償
に
つ
い
て
は
、
前
節
に
規
定
す
る
土
地
に
関
す
る
所
有
権
以
外
の
権

利
の
消
滅
に
係
る
補
償
の
例
に
よ
る
。

（
土
石
砂
れ
き
の
取
得
に
係
る
補
償
）

第
十
六
条

取
得
す
る
土
地
収
用
法
第
七
条
に
掲
げ
る
土
石
砂
れ
き
に
対
し
て
は
、
正
常
な
取
引
価
格
を
も
つ
て
補
償
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
正
常
な
取
引
価
格
は
、
近
傍
類
地
に
属
す
る
土
石
砂
れ
き
の
取
引
価
格
を
基
準
と
し
、
こ
れ
ら
の
土
石
砂
れ
き
及
び
取
得
す
る
土
石
砂
れ

き
の
品
質
そ
の
他
一
般
の
取
引
に
お
け
る
価
格
形
成
上
の
諸
要
素
を
総
合
的
に
比
較
考
量
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
漁
業
権
等
の
消
滅
に
係
る
補
償
）

第
十
七
条

消
滅
さ
せ
る
漁
業
権
、
入
漁
権
そ
の
他
漁
業
に
関
す
る
権
利
（
以
下
「
漁
業
権
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
は
、
当
該
権
利
を
行
使
す
る

こ
と
に
よ
つ
て
得
ら
れ
る
収
益
（
漁
業
粗
収
入
か
ら
漁
業
経
営
費
（
自
家
労
働
の
評
価
額
を
含
む
。
）
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
）
を
資
本
還
元
し

た
額
を
基
準
と
し
、
当
該
権
利
に
係
る
水
産
資
源
の
将
来
性
等
を
考
慮
し
て
算
定
し
た
額
を
も
つ
て
補
償
す
る
も
の
と
す
る
。

（
鉱
業
権
等
の
消
滅
に
係
る
補
償
）

第
十
八
条

消
滅
さ
せ
る
鉱
業
権
、
租
鉱
権
、
温
泉
を
利
用
す
る
権
利
又
は
河
川
の
敷
地
若
し
く
は
流
水
、
海
水
そ
の
他
の
水
を
利
用
す
る
権
利
（
以

下
「
鉱
業
権
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
は
、
一
般
的
に
譲
渡
性
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
正
常
な
取
引
価
格
を
も
つ
て
、
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い

て
は
、
当
該
権
利
の
態
様
及
び
収
益
性
、
当
該
権
利
の
取
得
に
関
し
て
要
し
た
費
用
等
を
考
慮
し
て
算
定
し
た
額
を
も
つ
て
補
償
す
る
も
の
と
す

る｡第
三
章

土
地
等
の
使
用
に
係
る
補
償
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（
土
地
の
使
用
に
係
る
補
償
）

第
十
九
条

使
用
す
る
土
地
（
空
間
又
は
地
下
の
み
を
使
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
土
地
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
は

、
正
常
な
地
代
又
は
借
賃
を
も
つ
て
補
償
す
る
も
の
と
す
る
。

２

第
七
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
正
常
な
地
代
又
は
借
賃
を
定
め
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

第
一
項
の
正
常
な
地
代
又
は
借
賃
は
、
使
用
す
る
土
地
及
び
近
傍
類
地
の
地
代
又
は
借
賃
に
、
こ
れ
ら
の
土
地
の
使
用
に
関
す
る
契
約
が
締
結
さ

れ
た
事
情
、
時
期
等
及
び
権
利
の
設
定
の
対
価
を
支
払
つ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
額
を
考
慮
し
て
適
正
な
補
正
を
加
え
た
額
を
基
準
と
し
、

こ
れ
ら
の
土
地
の
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
正
常
な
取
引
価
格
、
収
益
性
、
使
用
の
態
様
等
を
総
合
的
に
比
較
考
量
し
て
算
定
す
る
も
の
と

す
る
。

（
空
間
又
は
地
下
の
使
用
に
係
る
補
償
）

第
二
十
条

空
間
又
は
地
下
の
使
用
に
対
し
て
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
、
土
地
の
利
用
が
妨
げ
ら
れ
る
程
度
に
応
じ
て
適
正
に
定
め

た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
も
つ
て
補
償
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
空
間
又
は
地
下
の
使
用
が
長
期
に
わ
た
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
算
定

し
た
当
該
土
地
の
正
常
な
取
引
価
格
に
相
当
す
る
額
に
、
当
該
土
地
の
利
用
が
妨
げ
ら
れ
る
程
度
に
応
じ
て
適
正
に
定
め
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

を
一
時
払
い
と
し
て
補
償
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
建
物
等
の
使
用
に
係
る
補
償
）

第
二
十
一
条

使
用
す
る
建
物
等
に
対
す
る
補
償
に
つ
い
て
は
、
第
十
九
条
に
規
定
す
る
土
地
の
使
用
に
係
る
補
償
の
例
に
よ
る
。

（
漁
業
権
等
の
制
限
に
係
る
補
償
）

第
二
十
二
条

制
限
す
る
漁
業
権
等
に
対
し
て
は
、
当
該
権
利
が
消
滅
す
る
も
の
と
し
て
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
、
当
該
権
利
の
制

限
の
内
容
等
を
考
慮
し
て
適
正
に
定
め
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
も
つ
て
補
償
す
る
も
の
と
す
る
。

（
鉱
業
権
等
の
制
限
に
係
る
補
償
）

第
二
十
三
条

制
限
す
る
鉱
業
権
等
に
対
し
て
は
、
当
該
権
利
が
消
滅
す
る
も
の
と
し
て
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
、
当
該
権
利
の
制

限
の
内
容
等
を
考
慮
し
て
適
正
に
定
め
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
も
つ
て
補
償
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
章

土
地
等
の
取
得
又
は
土
地
等
の
使
用
に
よ
り
通
常
生
ず
る
損
失
の
補
償

第
一
節

移
転
料
等

（
建
物
等
の
移
転
料
）
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第
二
十
四
条

土
地
等
の
取
得
又
は
土
地
等
の
使
用
に
係
る
土
地
等
に
建
物
等
（
立
木
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ

。
）
で
取
得
せ
ず
、
又
は
使
用
し
な
い
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
建
物
等
を
通
常
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
移
転
先
に
、
通
常
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
移

転
方
法
に
よ
つ
て
移
転
す
る
の
に
要
す
る
費
用
を
補
償
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
建
物
等
が
分
割
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
全

部
を
移
転
し
な
け
れ
ば
従
来
利
用
し
て
い
た
目
的
に
供
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
と
な
る
と
き
は
、
当
該
建
物
等
の
所
有
者
の
請
求
に
よ
り
、
当
該

建
物
等
の
全
部
を
移
転
す
る
の
に
要
す
る
費
用
を
補
償
す
る
も
の
と
す
る
。

２

建
物
等
の
移
転
に
伴
い
建
築
基
準
法
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
必
要
と
さ
れ
る
施
設
の
改
善
に
要
す
る
費
用
は
、
補
償
し
な
い
も
の
と
す

る
。

（
移
転
困
難
な
場
合
の
建
物
等
の
取
得
）

第
二
十
五
条

建
物
等
を
移
転
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
き
、
又
は
建
物
等
を
移
転
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
従
来
利
用
し
て
い
た
目
的
に
供
す

る
こ
と
が
著
し
く
困
難
と
な
る
と
き
は
、
当
該
建
物
等
の
所
有
者
の
請
求
に
よ
り
、
当
該
建
物
等
を
取
得
す
る
も
の
と
す
る
。

（
移
転
料
多
額
の
場
合
の
建
物
等
の
取
得
）

第
二
十
六
条

建
物
等
を
移
転
さ
せ
る
も
の
と
し
て
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
補
償
額
が
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
建
物

等
の
正
常
な
取
引
価
格
を
こ
え
る
と
き
は
、
当
該
建
物
等
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
動
産
移
転
料
）

第
二
十
七
条

土
地
等
の
取
得
又
は
土
地
等
の
使
用
に
伴
い
移
転
す
る
動
産
に
対
す
る
補
償
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
四
条
第
一
項
前
段
に
規
定
す
る
建

物
等
の
移
転
に
係
る
補
償
の
例
に
よ
る
。

（
仮
住
居
の
使
用
に
要
す
る
費
用
）

第
二
十
八
条

土
地
等
の
取
得
又
は
土
地
等
の
使
用
に
係
る
土
地
に
あ
る
建
物
又
は
取
得
し
、
若
し
く
は
使
用
す
る
建
物
に
現
に
居
住
す
る
者
が
あ
る

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
仮
住
居
を
必
要
と
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
通
常
仮
住
居
の
使
用
に
要
す
る
費
用
を
補
償
す
る
も
の
と
す
る

。
第
二
節

立
木
補
償

（
立
木
の
移
植
補
償
）

第
二
十
九
条

土
地
等
の
取
得
又
は
土
地
等
の
使
用
に
係
る
土
地
に
立
木
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
移
植
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
と
き
は
、
掘
起
し
、
運
搬
、
植
付
け
等
の
移
植
に
通
常
必
要
と
す
る
費
用
及
び
移
植
に
伴
う
枯
損
等
に
よ
り
通
常
生
ず
る
損
失
を
補
償
す
る
も

の
と
す
る
。

（
立
木
の
伐
採
補
償
）
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第
三
十
条

前
条
に
掲
げ
る
土
地
に
立
木
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
伐
採
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
額
を
補
償
す
る
も
の
と
す
る
。

一

伐
期
未
到
達
立
木
で
あ
つ
て
、
市
場
価
格
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
伐
期
に
お
け
る
当
該
立
木
の
価
格
の
前
価
額
と
現
在
か
ら
伐
期
ま
で
の

収
益
の
前
価
合
計
額
と
の
合
計
額
か
ら
、
当
該
立
木
の
現
在
価
格
を
控
除
し
た
額

二

伐
期
未
到
達
立
木
で
あ
つ
て
、
市
場
価
格
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
額

イ

人
工
林
に
つ
い
て
は
、
現
在
ま
で
に
要
し
た
経
費
の
後
価
合
計
額
か
ら
、
現
在
ま
で
の
収
益
の
後
価
合
計
額
を
控
除
し
た
額

ロ

天
然
生
林
に
つ
い
て
は
、
伐
期
に
お
け
る
当
該
立
木
の
価
格
の
前
価
額

２

多
量
の
立
木
を
一
時
に
伐
採
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
伐
採
搬
出
に
通
常
要
す
る
費
用
が
増
加
し
、
又
は
木
材
価
格
が
低
下
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

は
、
当
該
増
加
額
又
は
当
該
低
下
額
に
相
当
す
る
額
を
も
つ
て
補
償
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
節

営
業
補
償

（
営
業
廃
止
の
補
償
）

第
三
十
一
条

土
地
等
の
取
得
又
は
土
地
等
の
使
用
に
伴
い
通
常
営
業
の
継
続
が
不
能
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
を
補

償
す
る
も
の
と
す
る
。

一

免
許
を
受
け
た
営
業
等
の
営
業
の
権
利
等
が
資
産
と
は
独
立
に
取
引
さ
れ
る
慣
習
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
正
常
な
取
引
価
格

二

機
械
器
具
等
の
資
産
、
商
品
、
仕
掛
品
等
の
売
却
損
そ
の
他
資
本
に
関
し
て
通
常
生
ず
る
損
失
額

三

従
業
員
を
解
雇
す
る
た
め
必
要
と
な
る
解
雇
予
告
手
当
相
当
額
、
転
業
が
相
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
従
業
員
を
継
続
し
て
雇
用
す
る

必
要
が
あ
る
と
き
に
お
け
る
転
業
に
通
常
必
要
と
す
る
期
間
中
の
休
業
手
当
相
当
額
そ
の
他
労
働
に
関
し
て
通
常
生
ず
る
損
失
額

四

転
業
に
通
常
必
要
と
す
る
期
間
中
の
従
前
の
収
益
相
当
額
（
個
人
営
業
の
場
合
に
お
い
て
は
、
従
前
の
所
得
相
当
額
）

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
解
雇
す
る
従
業
員
に
対
し
て
は
、
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
離
職
者
補
償
を
行
な
う
も
の
と
し
、
事
業
主
に
対
す
る

退
職
手
当
補
償
は
行
な
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

（
営
業
休
止
等
の
補
償
）

第
三
十
二
条

土
地
等
の
取
得
又
は
土
地
等
の
使
用
に
伴
い
通
常
営
業
を
一
時
休
止
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

額
を
補
償
す
る
も
の
と
す
る
。

一

通
常
休
業
を
必
要
と
す
る
期
間
中
の
営
業
用
資
産
に
対
す
る
公
租
公
課
等
の
固
定
的
な
経
費
及
び
従
業
員
に
対
す
る
休
業
手
当
相
当
額

二

通
常
休
業
を
必
要
と
す
る
期
間
中
の
収
益
減
（
個
人
営
業
の
場
合
に
お
い
て
は
、
所
得
減
）

三

休
業
す
る
こ
と
に
よ
り
、
又
は
店
舗
等
の
位
置
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
時
的
に
得
意
を
喪
失
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
通
常
生
ず
る
損
失
額

（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

四

店
舗
等
の
移
転
の
際
に
お
け
る
商
品
、
仕
掛
品
等
の
減
損
、
移
転
広
告
費
そ
の
他
店
舗
等
の
移
転
に
伴
い
通
常
生
ず
る
損
失
額

２

営
業
を
休
止
す
る
こ
と
な
く
仮
営
業
所
を
設
置
し
て
営
業
を
継
続
す
る
こ
と
が
必
要
か
つ
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
仮
営
業
所
の
設

置
の
費
用
、
仮
営
業
で
あ
る
た
め
の
収
益
減
（
個
人
営
業
の
場
合
に
お
い
て
は
、
所
得
減
）
等
並
び
に
前
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
額
を
補
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償
す
る
も
の
と
す
る
。

（
営
業
規
模
縮
少
の
補
償
）

第
三
十
三
条

土
地
等
の
取
得
又
は
土
地
等
の
使
用
に
伴
い
通
常
営
業
の
規
模
を
縮
少
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
額
を
補
償
す
る
も
の
と
す
る
。

一

営
業
の
規
模
の
縮
少
に
伴
う
固
定
資
産
の
売
却
損
、
解
雇
予
告
手
当
相
当
額
そ
の
他
資
本
及
び
労
働
の
過
剰
遊
休
化
に
よ
り
通
常
生
ず
る
損
失

額
二

営
業
の
規
模
の
縮
少
に
伴
い
経
営
効
率
が
客
観
的
に
低
下
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
に
よ
り
通
常
生
ず
る
損
失
額

２

第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
四
節

農
業
補
償

（
農
業
廃
止
の
補
償
）

第
三
十
四
条

土
地
等
の
取
得
又
は
土
地
等
の
使
用
に
伴
い
通
常
農
業
の
継
続
が
不
能
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
を
補

償
す
る
も
の
と
す
る
。

一

農
具
等
の
売
却
損
そ
の
他
資
本
に
関
し
て
通
常
生
ず
る
損
失
額
及
び
解
雇
予
告
手
当
相
当
額
そ
の
他
労
働
に
関
し
て
通
常
生
ず
る
損
失
額

二

転
業
に
通
常
必
要
と
す
る
期
間
中
の
従
前
の
所
得
相
当
額
（
法
人
経
営
の
場
合
に
お
い
て
は
、
従
前
の
収
益
相
当
額
）

２

第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
農
業
休
止
の
補
償
）

第
三
十
五
条

土
地
等
の
取
得
又
は
土
地
等
の
使
用
に
伴
い
通
常
農
業
を
一
時
休
止
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

額
を
補
償
す
る
も
の
と
す
る
。

一

通
常
農
地
を
再
取
得
す
る
た
め
に
必
要
と
す
る
期
間
中
の
固
定
的
な
経
費
等

二

通
常
農
地
を
再
取
得
す
る
た
め
に
必
要
と
す
る
期
間
中
の
所
得
減
（
法
人
経
営
の
場
合
に
お
い
て
は
、
収
益
減
）

（
農
業
の
経
営
規
模
縮
少
の
補
償)

第
三
十
六
条

土
地
等
の
取
得
又
は
土
地
等
の
使
用
に
伴
い
通
常
農
業
の
経
営
規
模
を
縮
少
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
額
を
補
償
す
る
も
の
と
す
る
。

一

農
業
の
経
営
規
模
の
縮
少
に
伴
う
資
本
及
び
労
働
の
過
剰
遊
休
化
に
よ
り
通
常
生
ず
る
損
失
額

二

農
業
の
経
営
規
模
の
縮
少
に
伴
い
経
営
効
率
が
客
観
的
に
低
下
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
に
よ
り
通
常
生
ず
る
損
失
額

２

第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
農
業
補
償
の
特
例
）
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第
三
十
七
条

前
三
条
の
場
合
に
お
い
て
、
現
に
宅
地
化
が
予
想
さ
れ
る
農
地
等
に
関
し
て
農
業
補
償
に
相
当
す
る
も
の
の
全
部
又
は
一
部
の
額
が
土

地
等
の
正
常
な
取
引
価
格
に
含
ま
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
前
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
額
を
前
三
条
に
規
定
す
る
額
か
ら
控

除
し
た
額
を
も
つ
て
補
償
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
節

漁
業
権
等
の
消
滅
又
は
制
限
に
よ
り
通
常
生
ず
る
損
失
の
補
償

（
漁
業
廃
止
の
補
償
）

第
三
十
八
条

漁
業
権
等
の
消
滅
又
は
制
限
に
伴
い
通
常
漁
業
の
継
続
が
不
能
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
を
補
償
す
る

も
の
と
す
る
。

一

漁
具
等
の
売
却
損
そ
の
他
資
本
に
関
し
て
通
常
生
ず
る
損
失
額
及
び
解
雇
予
告
手
当
相
当
額
そ
の
他
労
働
に
関
し
て
通
常
生
ず
る
損
失
額

二

転
業
に
通
常
必
要
と
す
る
期
間
中
の
従
前
の
所
得
相
当
額
（
法
人
経
営
の
場
合
に
お
い
て
は
、
従
前
の
収
益
相
当
額
）

２

第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
漁
業
休
止
の
補
償
）

第
三
十
九
条

漁
業
権
等
の
消
滅
又
は
制
限
に
伴
い
通
常
漁
業
を
一
時
休
止
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
を
補

償
す
る
も
の
と
す
る
。

一

通
常
漁
業
を
休
止
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
期
間
中
の
固
定
的
な
経
費
等

二

通
常
漁
業
を
休
止
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
期
間
中
の
所
得
減
（
法
人
経
営
の
場
合
に
お
い
て
は
、
収
益
減
）

（
漁
業
の
経
営
規
模
縮
少
の
補
償
）

第
四
十
条

漁
業
権
等
の
消
滅
又
は
制
限
に
伴
い
通
常
漁
業
の
経
営
規
模
を
縮
少
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
額
を
補
償
す
る
も
の
と
す
る
。

一

漁
業
の
経
営
規
模
の
縮
少
に
伴
う
資
本
及
び
労
働
の
過
剰
遊
休
化
に
よ
り
通
常
生
ず
る
損
失
額

二

漁
業
の
経
営
規
模
の
縮
少
に
伴
い
経
営
効
率
が
客
観
的
に
低
下
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
に
よ
り
通
常
生
ず
る
損
失
額

２

第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
六
節

残
地
等
に
関
す
る
損
失
の
補
償

（
残
地
等
に
関
す
る
損
失
の
補
償
）

第
四
十
一
条

同
一
の
土
地
所
有
者
に
属
す
る
一
団
の
土
地
の
一
部
若
し
く
は
同
一
の
物
件
の
所
有
者
に
属
す
る
一
団
の
物
件
の
一
部
を
取
得
し
、
若

し
く
は
使
用
し
、
同
一
の
権
利
者
に
属
す
る
一
体
と
し
て
同
一
目
的
に
供
し
て
い
る
権
利
の
一
部
を
消
滅
さ
せ
、
若
し
く
は
制
限
し
、
又
は
同
一
の

土
地
所
有
者
に
属
す
る
一
団
の
土
地
に
属
す
る
土
石
砂
れ
き
の
一
部
を
取
得
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
残
地
、
残
存
す
る
物
件
、
残
存
す
る
権
利
又
は

当
該
土
石
砂
れ
き
の
属
す
る
土
地
の
残
地
に
関
し
て
、
価
格
の
低
下
、
利
用
価
値
の
減
少
等
の
損
失
が
生
ず
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
損
失
額
を
補
償
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す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
事
業
の
施
行
に
よ
り
生
ず
る
日
陰
、
臭
気
、
騒
音
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
に
よ
る
不
利
益
又
は
損
失
に
つ
い

て
は
、
補
償
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
残
地
等
に
関
す
る
工
事
費
の
補
償
）

第
四
十
二
条

前
条
本
文
の
場
合
に
お
い
て
、
残
地
、
残
存
す
る
物
件
の
存
す
る
土
地
、
残
存
す
る
権
利
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
土
地
、
当
該
土
石
砂

れ
き
の
属
す
る
土
地
の
残
地
（
以
下
第
４
４
条
に
お
い
て
「
残
地
等
」
と
い
う
。
）
、
残
存
す
る
物
件
又
は
残
存
す
る
権
利
の
目
的
と
な
つ
て
い
る

物
件
に
関
し
て
、
通
路
、
み
ぞ
、
か
き
、
さ
く
そ
の
他
の
工
作
物
の
新
築
、
改
築
、
増
築
若
し
く
は
修
繕
又
は
盛
土
若
し
く
は
切
土
を
す
る
必
要
が

生
ず
る
と
き
は
、
こ
れ
に
通
常
要
す
る
費
用
を
補
償
す
る
も
の
と
す
る
。

第
七
節

そ
の
他
通
常
生
ず
る
損
失
の
補
償

（
そ
の
他
通
常
生
ず
る
損
失
の
補
償
）

第
四
十
三
条

前
六
節
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
土
地
等
の
取
得
又
は
土
地
等
の
使
用
に
よ
つ
て
土
地
等
の
権
利
者
に
つ
い
て
通
常
生
ず
る
損
失
は

、
こ
れ
を
補
償
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
章

土
地
等
の
取
得
又
は
土
地
等
の
使
用
に
伴
う
そ
の
他
の
措
置

（
隣
接
土
地
に
関
す
る
工
事
費
の
補
償
）

第
四
十
四
条

土
地
等
の
取
得
又
は
土
地
等
の
使
用
に
係
る
土
地
を
事
業
の
用
に
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
土
地
、
当
該
物
件
の
存
す
る
土
地
、
当

該
権
利
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
土
地
及
び
当
該
土
石
砂
れ
き
の
属
す
る
土
地
並
び
に
残
地
等
以
外
の
土
地
に
関
し
て
、
通
路
、
み
ぞ
、
か
き
、
さ
く

そ
の
他
の
工
作
物
の
新
築
、
改
築
、
増
築
若
し
く
は
修
繕
又
は
盛
土
若
し
く
は
切
土
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
工
事

を
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
者
に
対
し
て
、
そ
の
者
の
請
求
に
よ
り
、
社
会
通
念
上
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
こ
れ
に
要
す
る
費
用
の

全
部
又
は
一
部
を
補
償
す
る
も
の
と
す
る
。

（
少
数
残
存
者
補
償
）

第
四
十
五
条

土
地
等
の
取
得
又
は
土
地
等
の
使
用
に
係
る
土
地
を
事
業
の
用
に
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
活
共
同
体
か
ら
分
離
さ
れ
る
者
が
生
ず
る

場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
者
に
受
忍
の
範
囲
を
こ
え
る
よ
う
な
著
し
い
損
失
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
、
そ
の
者

の
請
求
に
よ
り
、
個
々
の
実
情
に
応
じ
て
適
正
と
認
め
ら
れ
る
額
を
補
償
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
離
職
者
補
償
）

第
四
十
六
条

土
地
等
の
取
得
又
は
土
地
等
の
使
用
に
伴
い
、
土
地
等
の
権
利
者
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
が
職
を
失
う
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
者

が
再
就
職
す
る
ま
で
の
期
間
中
所
得
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
、
そ
の
者
の
請
求
に
よ
り
、
再
就

職
に
通
常
必
要
と
す
る
期
間
中
の
従
前
の
賃
金
相
当
額
の
範
囲
内
で
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
額
を
補
償
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
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第
六
章

事
業
の
認
定
を
受
け
た
起
業
地
に
係
る
補
償

（
事
業
の
認
定
を
受
け
た
起
業
地
に
係
る
補
償
）

第
四
十
七
条

土
地
収
用
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
認
定
の
告
示
が
あ
つ
た
起
業
地
に
係
る
土
地
等
で
、
同
法
第
七
十
一
条
（
同

条
の
規
定
を
準
用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
補
償
す
べ
き
も
の
に
対
し
て
は
、
第
二
章
か
ら
第
四
章
ま
で
の
規
定

の
例
に
よ
り
算
定
し
た
事
業
の
認
定
の
告
示
の
時
に
お
け
る
当
該
土
地
等
の
価
格
に
土
地
収
用
法
施
行
令
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
契
約
締
結
の
時
ま

で
の
物
価
の
変
動
に
応
ず
る
修
正
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
も
つ
て
補
償
す
る
も
の
と
す
る
。




